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定 期 監 査 報 告 書 

 

１ 監査の期間 

令和元年１０月７日から１０月１８日まで 

 

２ 監査の対象 

令和元年度財務に関する事務の執行 

月  日 曜日 対  象  機  関  名 

１０月 ７ 日 月  黒石中学校、黒石東小学校 

１０月 ８ 日 火  浅瀬石小学校、黒石小学校 

１０月１１日 金  中郷中学校 

１０月１５日 火 北陽小学校、中郷小学校 

１０月１７日 木  東英小学校、牡丹平小学校 

１０月１８日 金  追子野木小学校、六郷小学校 

 

３ 監査の方法 

本監査にあたっては、令和元年度の財務に関する事務の執行について、機関に対し、

歳出予算差引簿等、調定票、旅行命令簿、時間外勤務等命令簿、備品保管簿など関係

書類を提出させ、担当職員から説明を求めるなど通常すべき監査方法の手続きに基づ

いて実施した。 

特に、予算の執行状況、契約事務に主眼を置き、適正な事務処理が行われているか

を重点的に監査した。 

全般的な監査の要点は、次のとおりである。 

（１）収入調定事務は適正で遺漏はないか。 

（２）支出負担行為による歳出の執行は適正で合理的に実施されているか。 

（３）諸経費に対する節減が見られるか。 

（４）契約事務については、契約が合法かつ適正に行われたか。 

（５）備品に関する事務処理は適正で良好な状態で維持管理されているか。 

 

４ 監査の結果 

  令和元年度財務に関する事務の執行は、おおむね適正に処理されていた。 

なお、監査時における各事務処理に関して注意を促した軽微な指摘事項については、

省略する。 
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（１）予算執行について 

ア 歳入 

収入事務については、調定及び収入事務の時期、調定のもれの有無、手続き

等の適否、関係書類の内容等について調査したところ、適正に処理されていた。 

イ 歳出 

支出事務については、歳出予算差引簿等、旅行命令簿及び時間外勤務等命令

簿に基づき、支出負担行為の内容、金額、時期、方法及び手続き、決裁区分等

の適否について調査したところ、おおむね適正に処理されていたが、支出命令

書等の添付書類の一部に不備がみられた。 

（２）契約事務について 

諸契約事務は法令や黒石市契約規則等に基づき、おおむね適正に処理されてい

たが、起案書及び検収調書の一部に不備がみられた。 

（３）備品の管理について 

備品については、備品保管簿への記帳、管理について調査したところ、おおむ

ね適正に処理されていたが、備品保管簿に記載する受入月日に誤りが散見された。 

また、廃棄処分の手続きは物品不用決定調書により適正に処理されていたが、一

部の記載内容に備品台帳の記載内容と相違している箇所がみられた。 

なお、令和２年度から学校適正配置により廃校となる６校の備品及び図書の保

管管理においては、使用可能にもかかわらず必要とされなくなった物品の保管場

所を明らかにしておくとともに、特に使用せずに廃棄処分となる物品については、

他自治体の例にもあるように、即売会等を開催するなどの方策を検討するよう望

むところであり、物品の有効な利活用が図られるよう努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 


